
奈
良
県
地
域
防
災
活
動
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
七
月
九
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
二
号

奈
良
県
地
域
防
災
活
動
推
進
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

奈
良
県
地
域
防
災
活
動
推
進
条
例
（
平
成
二
十
六
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
五
十
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
第
七
号
を
削
り
、
第
八
号
を
第
七
号
と
し
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号

と
し
、
同
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十

避
難
行
動
要
支
援
者

法
第
四
十
九
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
避
難
行
動
要
支
援
者
を
い
う
。

第
二
条
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

十
一

避
難
情
報

高
齢
者
等
避
難
（
法
第
五
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
必
要
な
情
報
の
提
供

そ
の
他
の
必
要
な
配
慮
を
い
う
。
）
、
避
難
指
示
（
法
第
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
避
難
の

た
め
の
立
退
き
の
指
示
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
緊
急
安
全
確
保
（
法
第
六
十
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
緊
急
に
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
の
指
示
を
い
う
。
）
を
い
う
。

第
二
条
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
を
削
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
災
害
時
要
援
護
者
」
を
「
要
配
慮
者
（
法
第
八
条
第
二
項
第
十
五
号
に
規
定
す

る
要
配
慮
者
を
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
十
八
条
の
見
出
し
並
び
に
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
災
害
時
要
援
護
者
」
を
「
避
難
行
動
要

支
援
者
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
の
見
出
し
中
「
災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
計
画
」
を
「
避
難
行
動
要
支
援
者
の
個
別
避

難
計
画
」
に
改
め
、
同
条
中
「
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
災
害

時
要
援
護
者
の
避
難
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
よ
う
市
町
村
が
行
う
災
害
時
要
援
護
者
の
避
難
計
画
」
を
「

市
町
村
が
行
う
法
第
四
十
九
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
個
別
避
難
計
画
」
に
改
め
る
。

第
三
十
二
条
の
見
出
し
中
「
避
難
勧
告
等
」
を
「
避
難
情
報
」
に
改
め
、
同
条
中
「
避
難
準
備
情
報
、

避
難
勧
告
及
び
避
難
指
示
」
を
「
避
難
情
報
」
に
改
め
る
。

第
三
十
三
条
第
一
項
中
「
避
難
準
備
情
報
、
避
難
勧
告
又
は
避
難
指
示
」
を
「
避
難
情
報
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
中
「
避
難
勧
告
又
は
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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